
○岡田議長 次に、森田議員。

〔森田議員質問席へ〕

○森田議員 森田悟史でございます。令和８年３月定例会におきま

して、大要５点の質問をさせていただきます。質問日としては６日

目、一番最後の質問者ということですので、これまでの内容と重な

る点も多々あるかとは思いますが、私なりの視点で質問してまいり

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは早速質問に移りたいと思います。大要１点目、期日前投

票所における混雑緩和について。

近年、期日前投票の利用者数は増加傾向にあると認識をしており

ます。仕事や育児、介護などの事情から投票日当日に都合がつかな

い有権者にとって、期日前投票制度はまさに参政権を守るためのセ

ーフティーネットであると考えております。ところが、先般行われ

ました衆議院選挙においては、期日前投票所は非常に混雑しており、

投票のために来庁されたにもかかわらず、帰っていかれる方の姿も

見られました。そこでまず初めに、先般の選挙における期日前投票

所の混雑状況について、最大でどの程度の待ち時間が発生していた

のか、またその混雑は特定の日時に集中して起きていたのか、それ

とも期間全体を通じて恒常的に発生していたのか、把握されている

実態についてお伺いしたいと思います。

○岡田議長 入澤選挙管理委員会委員長。

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えいたします。期日前投票期間

の２月３日から最終日の７日までの間に来場者が集中したため、１

時間以上の待ち時間が発生しました。当初は午前１０時頃から午後

３時頃に混雑が発生していましたが、６日と７日には、投票所の開



場時から閉鎖時に至るまで混雑が続く結果となりました。今回は、

最高 裁判 所裁判 官の 国 民審査 の期 日前 投票が 遅れ て開始 され たこ

とと、大雪に関する天気情報が継続して報じられ、期日前投票が強

力に推奨されたこと等により、大きな混雑につながったものと考え

ております。以上です。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 今回に限っては、いろいろな要素があったというふう

に思うんですけれども、この投票率の向上が叫ばれる中、長時間の

待ち時間が発生した実態に対して、有権者の投票機会の確保という

観点から、本市の見解についてお伺いしたいと思います。

○岡田議長 入澤選挙管理委員会委員長。

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えいたします。有権者が円滑に

投票できる環境を整えることは、選挙管理委員会の責務であると考

えております。今後は今回の混雑状況の分析を踏まえ、投票環境の

一層の整備に努めてまいりたいと考えております。以上です。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 それでは次に、混雑が発生した根本的な要因はどこに

あると分析しておられるのか、お伺いしておきたいと思います。

○岡田議長 入澤選挙管理委員会委員長。

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えいたします。期日前投票は、

有権 者の 宣誓書 の記 載 や投票 所入 場券 の持参 がな い場合 の対 応が

必要であるため、通常の投票所における投票行動に比べ時間を要す

るものとなっております。今回はこうした投票行動に要する時間に

加え、最高裁判所裁判官の国民審査が加わり、さらに、国民審査の

開始 が２ 月１日 以降 と なった こと も混 雑の拡 大の 要因に なっ たと



考えております。さらに、投票日当日の大雪警報の予報が連日報道

され、期日前投票が強力に推奨されたこと等により、期日前投票者

数が大幅に増加し、混雑が発生する結果になったものと考えており

ます。以上です。

○岡田議長 森田議員。

○森 田議 員 混 雑し て いる状 況に 対し て根本 部分 につい ては すぐ

に対応することが難しいというふうに思いますけれども、今回の期

日前投票所の混雑状況に対して、応急的にどのような対応を行われ

たのかお伺いしたいと思います。

○岡田議長 入澤選挙管理委員会委員長。

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えします。市のホームページに

おいて、期日前投票所の混雑状況の周知を図る一方、職員の動員に

より誘導整理を行うとともに、障がいのある方々等へ、配慮を要す

る有権者に対し、優先案内を行ったところであります。以上です。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 御存じのとおり、令和８年度にも選挙がございます。

今回の件から学びを得て、次回の選挙にはしっかりと投票環境を向

上で きる ように ぜひ 取 り組ん でい ただ きたい とい うふう に考 えま

すけれども、次回の選挙に向けて、具体的な混雑緩和策を講じる必

要があると考えますが、今後の対応方針についてお伺いしたいと思

います。

○岡田議長 入澤選挙管理委員会委員長。

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えします。期日前投票所の配置

や規模、開設時間の拡大等、状況に応じ適切に対応できるよう検討

を進め、有権者が安心して投票できる投票環境の整備を図ってまい



りたいと考えております。以上です。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 先ほどの御答弁でも、混雑状況の周知ということにも

触れていただきましたが、もう少し詳しく伺ってみますと、リアル

タイムでの混雑の状況というわけではなく、混みやすい時間帯など

を周知していただいていたというふうに伺っておりますので、リア

ルタイムでどれぐらい混んでますよということが、もし可能であれ

ば分かるとよいのかなというふうにも思っております。また、今回

は期日前投票所に焦点を当てて質問しましたが、投票環境の向上と

いう観点からしますと、期日前投票所の箇所数がこのままでよいの

か、あるいは投票日の投票所の数がこのままでよいのかということ

も含めながら、選挙全体での投票環境の向上にも努めていただきま

すように要望をして、この項目の質問を終わります。

大要の２点目に移ります。地域おこし協力隊制度の活用について

伺ってまいりたいと思います。

この質問については、以前も質問で取り上げさせていただいたこ

ともありますし、他の議員さんも一般質問で取り上げられていたと

思っております。また今定例会でも、ほかの議員さんが移住定住で

あったりＵターン、若者定着など取り上げておられ、その内容とも

非常に親和性が高い制度であると認識をしております。人口減少と

少子高齢化が加速し続ける中で、外から人を呼び込むという視点は

もはや選択肢の一つではなく、地域の存続を左右する戦略的課題と

なっていると感じております。そうした中、総務省が推進する地域

おこし協力隊制度は、都市部の若い世代や意欲ある人材に地方移住

と地 域貢 献の機 会を 提 供する 制度 とし て年々 その 規模を 拡大 して



います。この地域おこし協力隊制度は、外部人材の誘致による地域

への定住定着を最終目標とするものと認識をしておりますが、本市

の定 住政 策にお ける 本 制度の 位置 づけ につい てお 伺いし てお きた

いと思います。

○岡田議長 佐々木総合政策部長。

○佐 々木 総合政 策部 長 この 地域 おこ し協力 隊制 度でご ざい ます

けども、都市地域から生活拠点を移した方をまずは隊員として委嘱

をいたします。そして隊員はそれぞれの地で地域活性化に向けた活

動を一定期間行う、そういう制度でございます。その後の地域への

定住定着につきましても、この制度の一つの狙いとされているとこ

ろであります。本市におきましても隊員受入れに関しまして要綱を

あらかじめ設定をしてございます。その中で、この制度を活用する

趣旨といたしまして、隊員の定住定着を図ることを位置づけている

ところであります。以上であります。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 本市でもこの制度を活用する趣旨として、隊員の定住

及び 定着 を図る こと を 関係要 綱に 位置 づけて いた だいて いる との

ことでしたので、定住定着の取組としての認識も持っていただいて

いるというふうに理解をさせていただきました。

それでは次に、本市におけるこれまでの隊員の受入れ実績及び任

期終了後の定住率、起業率について伺います。あわせて、全国的な

実績値と比較し、本市の実績をどのように評価しておられるのかに

ついてもお伺いしたいと思います。

○岡田議長 佐々木総合政策部長。

○佐々木総合政策部長 本市のまず実績でございますが、本市は平



成２７年から取組を始めてございます。これまで総数で９名受入れ

を行いました。そのうち定住率が２ 2.２％、また起業された起業率

は１ 1.１％であります。全国と比較しますと若干低い状況でありま

す。一方で、近年この５年間で見ますと、定住率、また起業率とも

に伸びている状況が出ております。この５年間で４名採用しており

まして、定住率は５０％、参考まで全国は６ 8.９％です。また起業

率については２５％でありまして、これは全国で２ 5.８％とほぼ同

様な傾向を示しております。任期満了後における就業サポートなど

本市も行ってきたところでございまして、その成果も出つつあるの

ではないかと、このように認識をしております。以上でございます。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 直近の実績を見させていただきますと、起業率につい

ては全国平均と遜色がないものかなと思いますし、定住率について

も上 がっ てきて いる と いうよ うな こと だった かな という ふう に思

っております。全国的に導入が進んでいる制度ではありますけれど

も、３つの段階での課題があるというふうに考えておりまして、１

つ目は、この募集時のミスマッチ、隊員が抱いていた活動イメージ

と実際の業務内容や地域環境との間に大きな乖離があり、早期に意

欲を失うケース、２つ目は、活動中の孤立ということで、地域との

関係づくりがうまくいかなかったり、相談できる相手がいなかった

り、精神的に追い詰められて、任期途中で退任してしまうようなケ

ースで、３つ目は、出口戦略の欠如ということで、この任期が終わ

っても起業や就労の支援がなく、将来展望が描けないまま市外へ流

出してしまうケースが考えられます。これまでの実績を踏まえ、募

集時のミスマッチ、活動中のサポート、任期終了後の出口戦略にお



いて、当局が認識している課題をお伺いしたいと思います。

○岡田議長 佐々木総合政策部長。

○佐々木総合政策部長 まず募集時のミスマッチでございます。や

はり人材の確保というのが最大の課題であります。できるだけ有為

かつ熱意を持った人材の確保が必要であると考えております。また

隊員の活動の内容にも直結します地域課題の設定、この設定の在り

方についても大きな課題であると考えております。対応といたしま

しては、隊員活動がしやすい、生かしやすいプロジェクト設定を行

うとともに、効果的な情報発信などを強化をしてまいりたいという

ふうに考えております。

次に、活動中のサポートでございますが、これにつきましては、

やはり活動しやすい環境づくり、あるいは先ほど孤立というお話も

ございましたが、生活面での助言とか伴走支援、こういった点など

が課題であるというふうに考えてございます。受入れ機関所属によ

るサポートと併せまして、今本市が委嘱しております移住定住相談

員がいらっしゃいます。そのほか、これは県が委嘱しておりますが、

とっとり暮らしアドバイザーという方が、これ米子市内にもいらっ

しゃいます。こういった専門スタッフによる伴走支援などを強化を

していくことも必要ではないかと考えております。

最後に、任期終了後の出口戦略でありますが、これは先ほどもご

ざいました生活面での助言、伴走支援と併せて、加えて、やはりそ

の起業とか就業を希望する方へのサポート体制、これらの構築が必

要ではないかと考えております。現在、本市内にも就業・起業支援

機関がございますので、そういった機関と連携した支援体制、在り

方を考えていく必要があるのではないかと考えております。以上で



あります。

○岡田議長 森田議員。

○森 田議 員 少 し角 度 を変え ての 質問 させて いた だきた いと 思い

ますけれども、この制度、地域おこし協力隊制度における財政措置

とい うも のがど のよ う になっ てい るの かにつ いて も伺っ てお きた

いと思います。

○岡田議長 佐々木総合政策部長。

○佐々木総合政策部長 この制度につきましては、地方債財政措置

が講じられているところであります。例えば、隊員の募集、受入れ

ですとか、隊員の活動、また隊員の任期終了後のフォローアップ、

それぞれの段階ごとで必要な経費が発生いたしますが、それぞれ特

別交付税措置がなされているところであります。具体例を申し上げ

ますと、例えば、隊員の募集、受入れですと、その募集などに要す

る経費といたしまして、１団体当たり３５０万が上限で措置をされ

てございます。また隊員の活動につきましては、人件費を含めた活

動経費として、これは１人当たりが５５０万円が上限であります。

また隊員の任期終了後のフォローにつきましては、起業あるいは事

業承継に要する経費として、これは隊員１人当たり１００万円が上

限ということで、それぞれ措置がされているところであります。ま

たあわせまして、来年度からは特に起業あるいは事業承継に必要な

経費支援について、より充実が図られるというふうに伺っていると

ころであります。以上であります。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 地域おこし協力隊推進要綱の別添資料、地域おこし協

力隊 の推 進に向 けた 財 政措置 につ いて という もの を拝見 いた しま



すと、先ほど御答弁の中にあった例で出していただいたもののほか

にも、例えば、おためし地域おこし協力隊の実施に要する経費や地

域おこし協力隊インターンの実施に要する経費、ここについてはミ

スマ ッチ の解消 にも 役 立つの では ない かなと いう ふうに 思い ます

し、活動中の孤立や出口戦略の部分で言いますと、地域おこし協力

隊員 の日 々のサ ポー ト に要す る経 費な ども国 の財 政措置 のメ ニュ

ーにもありますので、非常に手厚いサポートがあるというふうに思

っております。こういったこともございますので、しっかりとこの

メニューも必要なものについては検討して、ぜひ積極的に活用して

いただきたいというふうに思います。

起業という部分、先ほど触れていただきましたのでもう少し掘り

下げて質問したいと思いますが、地域おこし協力隊制度には、地方

に定着し、そこで起業するということも一定程度期待されているも

のではないかと考えております。そこで、起業志向の高い人材を呼

び込むため、隊員の提案や特技を生かすフリーミッション型の導入

について、移住施策の観点から見解をお伺いしたいと思います。

○岡田議長 佐々木総合政策部長。

○佐 々木 総合政 策部 長 議員 から 御指 摘あり まし たフリ ーミ ッシ

ョン型でございますが、他の自治体でも導入例がございます。近く

では 松江 市さん とか 琴 浦町な どで 導入 がなさ れて いると いう ふう

に伺っております。伺いますと、その意思が明確な人だとか、ある

いは意欲が高い人が採用できたですとか、あるいは、定住率が高く

なったと、こういった状況も伺ってございます。一方で、他県の事

例も確認をいたしましたが、地域とのミスマッチ、こういったもの

に苦 慮さ れてる 例も あ るとい うふ うに も併せ て伺 ってい ると ころ



でもございます。そういった中で、成果がいろいろ出ている自治体

を確認をいたしますと、共通する点が何点かございます。例えばで

すけども、採用段階で地域の関係者との意識を徹底してミスマッチ

を防ぐような仕組みが構築されているとか、あるいは隊員のＯＢ、

ＯＧなどがいらっしゃいますが、そういった皆様方と現行の隊員と

のネットワークを構築するとか、そのほか起業の、あるいは就業後

の支援する、そういったつながりづくりができているとか、こうい

った取組などは共通する点ではないかと考えています。本市におき

ましても、こういった点については今後導入、改善を図ってまいり

たいというふうに考えてございます。

フリーミッション型につきましては、成功モデル、ぜひ研究をし

ていきたいというふうに思っておりますが、あわせまして、隊員の

定住、あるいは定着につながるようなサポート体制の在り方につい

ても検討していきたいというふうに考えております。以上です。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 成功モデルについて研究いただけるとのことで、ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。御答弁でも触れていただきまし

た松江市さん、こちら先ほどありましたＯＢ、ＯＧとのネットワー

クということもそうなんですけれども、コーディネーターさんを配

置しておられたり、伴走体制、伴走支援の体制っていうところが非

常に整っているなというふうに、勉強に行かせていただいて感じま

したので、そういったところについても、サポート体制の在り方に

ついても検討していくというふうに御答弁いただきましたので、よ

ろしくお願いしておきたいと思います。

それでは、この項の最後の質問になります。募集段階からのロー



ドマップ作成や活動中から定住、起業に至るまでを一貫してサポー

トす る伴 走支援 体制 の 確立と いう もの が重要 であ るとい うふ うに

考えますが、見解をお伺いいたします。

○岡田議長 佐々木総合政策部長。

○佐々木総合政策部長 隊員の定住、定着率は非常に大事なポイン

トでございますが、それだけではなくて、充実したその隊員活動を

送っていただくと、過ごしていただくという点でも、伴走支援体制

を構 築し ていく とい う のは非 常に 必要 性が高 いと いうふ うに 考え

ております。本市もこれまでその隊員のサポートを努めてまいりま

した。結果といたしまして、これまでの実績では、現在定住してい

る方２名でありますが、それ以外にも、隊員としての任期満了後に

一時的に定住された方もいらっしゃいます。そのほか、定着には残

念ながら至らなくとも、現段階でも継続的に本市と関わりを持ち続

けていただいていると、いわゆる関係人口の形で地域活性化に協力

をいただいているという例もございます。

今後につきましては、配置職場・機関だけではなく、先ほど御答

弁申し上げました、移住定住の相談員ですとか、あるいは市内の起

業就業支援機関、そのほか、今市内にも２名ＯＢ、ＯＧいらっしゃ

いますから、そういった方とのネットワークもつくりながら、伴走

支援体制を強化をしてまいりたいというふうに考えております。以

上であります。

○岡田議長 森田議員。

○森 田議 員 伴 走支 援 体制を 強化 して いくこ とと したい との こと

でしたので、ぜひこちらについてはよろしくお願いしたいと思いま

す。そういったことも踏まえまして、より戦略的にこの制度を活用



していただきながら、若い人であったりとかＵターン希望者の方々

が地 元に 帰って きて 活 躍でき るよ うな 場を積 極的 に整え てい ただ

きたいと思います。

そうしますと、大要３点目に移りたいと思います。大要３点目、

都市公園における分煙環境の整備について質問してまいります。

令和７年の１２月議会に、米子市みんなできれいな住みよいまち

づくり条例の一部改正に関する陳情と、米子市内においての路上等

での タバ コ等の ポイ 捨 て対策 の強 化を 求める 陳情 の２つ の陳 情が

提出されました。こちらについては、高校生さん、探究学習で取り

組んだというふうに伺っておりまして、その背景には、公園や道路

などでのたばこのポイ捨てや喫煙をしている人を見つけた。あるい

は子どもが遊んでいる近くで喫煙したり、フィールドワーク中の班

員の目の前でたばこを吸う人がいた。そういった現状から、たばこ

のポイ捨てと受動喫煙をテーマに活動されているというふうに、そ

の際にお伺いしました。私もこれまでに公園の在り方を中心に都市

公園に関するテーマで何度か質問させていただいたこともあり、こ

のたび質問として取り上げさせていただいております。まず初めに、

本市 が管 理する 都市 公 園にお ける 喫煙 ルール の現 状と利 用者 への

周知方法について伺っておきたいと思います。

○岡田議長 伊達都市整備部長。

○伊 達都 市整備 部長 ルール と周 知方 法につ いて のお尋 ねで ござ

います。都市公園につきましては、喫煙所を設置しております東山

公園を除きまして、全ての公園を全面禁煙としておりまして、米子

市のホームページの掲載や、比較的大規模な公園のほか、一部の街

区公園などには注意喚起看板の掲示をすることにより、利用者への



周知を図ってございます。以上です。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 東山公園には喫煙所の設置があるということで、それ

を除いた全ての公園は全面禁煙ということで、看板やホームページ

等に おい て周知 を図 っ ていた だい てい るとの こと だった かと 思い

ます。

それでは、本市の都市公園を全面禁煙としている本来の目的につ

いてもお伺いしておきたいと思います。

○岡田議長 伊達都市整備部長。

○伊達都市整備部長 目的についてでございます。望まない受動喫

煙が生じないよう、東山公園を除く都市公園の全てを全面禁煙とし

ておるところでございます。以上です。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 この望まない受動喫煙が生じないようにというのは、

たばこを吸わない人も吸う人も、恐らく意識されているというか、

理解されている内容だなというふうに思っておりまして、その上で、

この現状、このルールというものがどの程度守られているのか。吸

い殻 の散 乱等の 実態 把 握とル ール が守 られて いな い要因 の分 析に

ついてお伺いをしておきたいと思います。

○岡田議長 伊達都市整備部長。

○伊達都市整備部長 現状でございますが、都市公園指定管理者に

よる 日常 のパト ロー ル におき まし て吸 い殻が 落ち ている ケー スは

ございますが、散乱して目立つような状況は確認されてございませ

ん。また、禁煙ルールに関しまして、公園利用者から苦情などもほ

とんど寄せられていない状況でございます。これらの状況を踏まえ



ますと、現時点におきまして全面禁煙ルールは一定程度守られてい

るものと認識しておるところでございます。以上です。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 一定程度守られているという認識で、それはそれとし

て受け止めさせていただきたいというふうに思いますが、吸い殻が

ある とい うこと は喫 煙 の実態 も少 なか らずあ るん だとい うふ うに

思いますし、お子さんが遊ぶ公園に吸い殻が落ちているというのも、

環境としてはやはりよくないかなというふうに思います。また、望

まない受動喫煙の観点からも、同じ空間で喫煙されるということは、

やはりできるだけ避けるべきだなというふうに考えます。ただ、全

面禁 煙に するけ れど も 喫煙さ れる 方に は配慮 しま せんと いう こと

ではなく、実効性のある分煙というものを実現するため、大規模公

園において、動線を隔離した指定喫煙所のようなものを設置し、喫

煙者を正しく誘導すべきであるというふうに考えますけれども、い

かがでしょうか。

○岡田議長 伊達都市整備部長。

○伊 達都 市整備 部長 現在は 全面 禁煙 のルー ルが おおむ ね守 られ

ていると認識しておりますことから、指定喫煙所の設置については

考えておりませんが、引き続き、公園利用者の声や利用状況を注視

してまいりたいと考えております。以上です。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 おおむねルールが守られているとのことで、たばこを

吸う方の権利もやはりあるわけですので、この全面禁煙にするとい

うことと併せて、やはりではここで吸ってくださいねということも

並行して推進していかなければ、喫煙者の方にも過度な負担を強い



ることになるのではないかというふうに危惧しております。

一つ前の質問での御答弁で、禁煙ルールに関しては公園利用者か

らの苦情などもほとんど寄せられていないとのことでしたが、私、

愛煙家の方から一度お叱りを受けたことがありまして、米子市の公

園全面禁煙なのはなぜなんだという、議員になる前だったんですけ

れどもお叱り受けたのを今でも覚えておりまして、ですので、たば

こを吸う方の意見にもぜひ耳を傾けていただきながら、誰もが気持

ちよく、安心して利用できる公園環境を整えていただきますように

要望をして、次の質問に移りたいと思います。

それでは対応の４点目、大規模な災害への対策について、（１）

の罹災証明の発行事務についてお伺いしたいと思います。

罹 災証 明は災 害に よ る住宅 の被 害の 程度等 を証 明する 書類 であ

り、被害者生活再建支援金などの申請のほか、料金の減免、各種融

資などの様々な申請に必要になると思っております。令和６年１月

に発生した能登半島地震では、多くの被災者が罹災証明書の発行を

長時間待ち続けるという事態が生じました。罹災証明書の発行の遅

れは、生活再建支援全体の遅れに直結するというふうに考えており

ます。しかし、大規模災害が発生した際には、市の職員自身も被災

者となり、平時と同様の人員参集が困難となる状況が想定されます。

そこ で罹 災証明 の発 行 体制を どの よう に構築 して おられ るの かお

伺いしておきたいと思います。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松本防災安全監 罹災証明の発行につきましては、米子市地域防

災計画に基づき、受付や被害調査などの体制を整えることとしてお

ります。また、大規模災害時につきましても基本的な考え方は同じ



でございますが、状況に応じて鳥取県や他市町村からの支援を受け

て対応することも想定をしております。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 必要に応じて、市の職員さん以外にも協力いただくと

いう こと も想定 して お られる とい うこ とで理 解を させて いた だき

ました。この罹災証明の発行事務において、本市がどれだけの処理

能力があるのかということを確認させていただきたいと思います。

これまで本市が経験した災害において、罹災証明の申請から発行ま

でに要した期間について、どの程度要していたのかお伺いしたいと

思います。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松本防災安全監 直近の事例としましては、平成２８年１０月２

１日 に発 生しま した 鳥 取県中 部地 震に 伴う罹 災証 明の発 行が ござ

いまして、約２週間程度で発行をしております。また本年１月に島

根県 東部 を震源 とし ま す地震 に伴 う罹 災証明 の申 請につ きま して

は、鳥取県中部地震と比較しまして、現時点で約７倍のお申込みを

受け付けておりまして、現地調査等に時間を要することから、約五、

六週間程度で発行をしておるところでございます。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 直近の事例を御紹介いただきまして、平成２８年の際

には、約２週間程度で、直近の島根県東部を震源とする地震に伴う

罹災証明の申請については、現時点ではおおむね５から６週間程度

でということで伺いましたが、比べてみると、この５から６週間程

度っ てい うのが 結構 時 間がか かっ てい るなと いう ふうに 感じ てし

まいます。ですので、一つ伺ってみたいんですけれども、この被災



者の生活再建を遅らせないため、今後大規模災害が発生した際に、

目標 とす る標準 的な 発 行期間 をど のよ うに設 定し ておら れる のか

お伺いしたいと思います。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松本防災安全監 大規模災害が発生した際は、人命救助等の応急

措置の実施などが最優先でございますので、国におきましても標準

的な発行期間については定めてはおられませんが、被害者、被災者

の生活再建の観点から、可能な限り早期の発行に努めることとして

おります。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 可能な限り早い、早期の発行をということで、その点

については安心しましたが、現状５から６週間程度かかっていると

いうことですので、そもそものこの発行事務自体の効率化というこ

とも必要になってくるのではないかと考えております。先ほど御答

弁いただきました体制のところについては、市職員以外の増員とい

うことにも触れていただきましたが、大規模な災害時にそういった

こと が本 当に可 能な の かとい うと ころ も定か では ないの では ない

でしょうか。ですので、この罹災証明の発行における事務について、

でき るだ け効率 化す る べきで ある とい う立場 で次 の質問 をさ せて

いただきたいと思います。

罹災証明の発行業務においては、現地調査後の写真整理や判定内

容の 入力 作業な どが 特 に事務 負担 の大 きな工 程に なると 考え てお

ります。本市において発行までに時間を要する最大のボトルネック

というのがどの工程にあると認識しているのか、見解を伺いたいと

思います。



○岡田議長 松本防災安全監。

○松本防災安全監 罹災証明書の発行につきましては、申請の受付、

現地調査、被害認定、証明書の発行の工程で行っております。その

工程における現地調査及び被害認定におきましては、専門的知識を

要するものであることから時間を要しているところでございます。

○岡田議長 森田議員。

○森 田議 員 現 地調 査 のとこ ろに 時間 を要し てい るとい うこ とか

なと思っておりまして、ただ、ほかの自治体さんの事例を見させて

いただきますと、この一部損壊に限っては自己判定方式、つまり申

請者の方が写真を撮影していただいて、それをもって判定して現地

調査 を省 略する こと が できる とい うよ うな方 法も あると いう ふう

に理解をしております。しかし、本市においては、一部損壊でも、

程度によって受けることのできる支援というのが、額が変わってく

るということでございまして、ですので、それであれば、やはり現

地を確認して、どの程度なのかっていうところを確認しないといけ

ないというような運用であるというふうに理解をしております。た

だ、大規模災害というものを想定した際に、本当にこの制度の枠組

みで、このやり方でよいのかということは疑問が残ります。ですの

で、県の制度との関連もあるかとは思いますので、現場の方の事務

負担も含めまして、どのようなやり方がよいのかというところは、

やは り県 のほう とも し っかり とコ ミュ ニケー ショ ンを取 って いた

だきますように要望しておきたいと思います。

発行事務の効率化については、現地調査の業務も効率できる余地

があるのではないかと考えております。例えば、現地調査にタブレ

ット端末を持参し、被害状況の写真撮影から損害程度の入力、送信



までを現場でリアルタイムに完結させるシステムは、既に複数の先

進自治体で導入実績があります。このシステムが導入されれば、帰

庁後のデータ転記作業が不要となり、調査した情報がほぼリアルタ

イムで集約管理できるため、処理のスピードと正確性が大幅に向上

します。本市においても、モバイル端末を活用した調査システムを

導入し、リアルタイムな判定入力システムへ移行することで、事務

の効率化を図ることが可能であると考えますが、市の見解を伺いま

す。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松本防災安全監 現地調査システムは、能登半島地震における事

例等などからも、特に大規模な災害時で事務効率化を図る上で大き

な役割を果たしているものと認識をしているところでございます。

災害からの復興に向け迅速な対応を行うため、運用における課題な

ども整理をしながら、先進事例も参考にしつつ、鳥取県などと連携

をし研究を進めてまいりたいと考えております。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 もう１点の懸念点としましては、人によって判定基準

のばらつきが出てしまうのではないかということです。応援職員を

含めて誰が調査を行っても一定の精度を確保できるよう、調査マニ

ュアルの整備や判定を支援するデジタル技術、ＡＩ活用についてど

のようにお考えなのか、見解を伺いたいと思います。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松本防災安全監 被害認定につきましては、内閣府による災害に

係る住家の被害認定基準運用指針を参照とし、一定の基準ルールに

基づき実施をしているところでございます。また、災害判定の支援



技術につきましては、調査結果を自動判定する機能等を有するシス

テムを導入している自治体があることも承知をしておりまして、運

用に係る課題なども整理しながら、鳥取県などと連携し研究を進め

てまいりたいと考えております。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 いろいろなツールがある一方で、平時のときにどうす

るのかというところも、ランニングコストかかる場合であったりと

かい ろい ろと課 題が あ るとい うこ とも 重々承 知を してお りま すけ

れども、そういった点も含めまして、ぜひ検討していただけたらと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、避難所の開設について質問をさせていただきたいと

思います。この大規模災害の想定をする中で気になるのが避難所と

いうことで、中でも今回は開設の部分について質問をさせていただ

きたいと思います。まず初めに、本市において、災害発生直後の避

難所の開設及びその後の運営を担う主体は誰か。市職員、施設管理

者、地域住民のそれぞれの役割分担についてお伺いしたいと思いま

す。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松 本防 災安全 監 避 難所の 運営 など の役割 分担 につい てで ござ

います。災害の状況などから避難所を指定しまして、原則的には本

市の職員が指定避難所の開設を行い、短期的な開設であれば、その

まま職員が運営を行うこととしております。また、平日の日中にお

いて、公民館や学校を避難所として開設する場合は、当該施設の職

員等との協力連携も想定をしております。避難の長期化が見込まれ

る場合などについては、避難所の運営について地域の住民の皆様の



御協力をいただくことが大変重要でございますので、そういった協

力をいただくことも考えながら、国や他自治体からの協力も受け運

営をしていくことも想定をしております。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 市の職員さんが開設してくださるということで、現実

的に その 体制で 問題 が 本当に ない のか という とこ ろにつ いて も気

になるところではありますが、次の質問に移りたいと思います。

次に、避難所開設に向けた職員の参集体制について伺いたいと思

います。発災から会場受付開始までの標準的なフローはどのように

なっているのか、特に夜間・休日等職員が手薄な時間帯における参

集シミュレーションについてもお伺いしておきたいと思います。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松本防災安全監 発災後、配備編成計画に基づきまして職員が参

集し、指定避難所の開設を行い、避難所施設の安全確認後、避難者

の受入れを行うこととしております。夜間・休日などの指定避難所

開設につきましては、避難所運営要員は基本的には職員の住所に近

い避難所を割り当てていますことから、早期の避難所運営要員の参

集を行い、迅速な避難所開設に努めることとしております。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 避難所運営要員の参集を行いということで、この各避

難所 への そうい った 方 が配置 され てい るとい うふ うに思 うん です

けれども、この人員配置の決定基準についても伺っておきたいと思

います。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松本防災安全監 避難所運営要員につきましては、毎年度、出水



期前の５月末をめどに避難所運営要員研修を実施しておりまして、

またその要員配置につきましては、先ほど申し上げましたとおり、

基本 的に は職員 の住 所 地に近 い避 難所 への割 当て を行っ てい ると

ころでございます。あわせて、避難所運営要員の入れ替えがある場

合など、同じ避難所に未経験者だけが配置されないよう調整を行っ

ているところでございます。

○岡田議長 森田議員。

○森 田議 員 住 んで お られる とこ ろか ら近い 避難 所へ割 当て を行

って いた だいて ると い うよう なこ とだ ったか なと 理解を させ てい

ただきました。ただ、この職員自身の被災であったり、道路寸断等

により指定された全職員が参集できず、物理的に開設不能となる事

態もあるのではないかと考えます。職員が不在かつ鍵が閉まったま

まの避難所に地域住民が殺到するケースを想定しているか。その際、

誰が どの ように 現場 を コント ロー ルし 避難者 の安 全を確 保す るの

か、具体的な対応方針についてお伺いしておきたいと思います。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松本防災安全監 まず、大規模災害時には市長をトップとしまし

た災害対策本部を設置いたしまして、指揮命令系統の徹底を行うこ

ととしております。また、本市では地域防災計画により、例えば震

度５以上の地震の場合は、全職員が職場参集することとしておりま

して、ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳなどの通信などを使いまして、職員の

連絡手段を確認しておるところでございます。指定緊急避難場所へ

は、これらの指揮命令の下、避難所近くに居住しております職員が

参集対応することとしておりまして、職員に対する避難所運営要員

研修によりまして、発災時の円滑な避難行動につなげたいと考えて



おります。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 基本的には、やはり安全確保ができた上で開設をして

いく とい うよう なこ と だとい うふ うに 理解は して おりま すけ れど

も、例えば、災害が起こった後に避難所が開設される前であっても、

地域 住民 の方が 避難 所 に行っ てし まう という こと もある ので はな

いかと思います。その際に鍵が開いていないので、ガラスを割って

入っ てい いのか とい う ような 議論 も聞 こえて きた りする わけ です

けれども、そういった有事の際に、地域住民が法的な懸念なく迅速

に解 錠し て施設 内へ 入 るため の手 段を 検討す る必 要があ るの では

ないかと考えますが、見解をお伺いいたします。

○岡田議長 松本防災安全監。

○松本防災安全監 現在、公民館や小中学校の体育館においてキー

ボックスが設置をされておりまして、災害時の運用について施設の

セキュリティ管理なども含めまして、施設管理者と協議を行ってい

るところでございます。引き続き避難所となる施設の解錠方法につ

いて協議を行っていきまして、円滑な避難所運営につなげていきた

いと考えております。

○岡田議長 森田議員。

○森 田議 員 施 設管 理 者と協 議を 行っ ている とこ ろとい うこ とで

すので、ここについては前向きに受け止めさせていただきますが、

やはり、原則市の職員で開設していただくということだけで本当に

よいのかということについては、実際に配置されている職員の方も

含め まし てもっ と議 論 が必要 なの では ないか とい うふう に思 いま

す。地域の方々の中にも、やはり避難所開設の手順を理解しておら



れる 方が いると いう 状 態をつ くっ てお くとい うこ とも考 えて いく

べきであると思っております。原則は市の職員さんで開設をしてい

ただく、ただ、地域にも手順等分かっておられる方がいる状態であ

れば、開設業務自体もスムーズかつ負担も少なくできると考えます

し、いざというときに必要な職員さんの人員がいなくても開設に向

かう とい うこと にも で きるの では ない かとい うふ うに考 えま すの

で、この開設のやり方ということについては、引き続き検討してい

ただきますように要望しておきたいと思います。

それでは、大要５点目の子育て支援サービスのデジタル化推進に

ついて伺いたいと思います。

これまでにも病児保育の予約ＤＸやデジタル郵便などをはじめ、

子育 て世 帯等の 若い 層 に向け ての デジ タル化 推進 につい て要 望等

させていただきました。幼児保育の予約ＤＸについては検討すると

前向きな御答弁をいただいたことから、その後の進捗についても確

認させていただきたいと思います。まず初めに、病児保育の予約Ｄ

Ｘを含めた子育て支援サービスのデジタル化について、現段階にお

ける 具体 的な検 討状 況 と今後 のス ケジ ュール 感に ついて お伺 いし

ておきたいと思います。

○岡田議長 伊木市長。

○伊木市長 現在、病児・病後児保育の事業の予約のデジタル化の

ほかに、小中学校の保護者へのデジタル連絡ツールの活用を全市一

斉で実施する予定としております。また、境港市との共同事業とい

たしましては、一時預かり事業の広域での相互利用ですとか、ある

いはこども誰でも通園制度のオンライン予約、また通知文書のデジ

タル化について検討を進めているところでございます。今後のスケ



ジュールとしましては、これらの取組を来年度から実施に向けて準

備を進めますとともに、通知文書のデジタル化につきましては、妊

娠期 から 就学期 にお け る通知 へと 幅広 く展開 をし ていく 予定 でご

ざいます。そしてこれらの取組によりまして、切れ目のない支援に

つながるものと考えております。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 病児・病後児保育事業の予約のデジタル化、小中学生

の保護者へのデジタル連絡ツールの活用、境港市さんと共同で一時

預かり事業の広域での相互利用や、こども誰でも通園制度のオンラ

イン予約、通知文書のデジタル化など様々なところでデジタル化に

ついて検討が進んでいるということで、加えまして令和８年度から

の実施に向けてということで、これ非常に大きな動きですし、私と

しても非常に喜ばしいことだなというふうに思っております。これ

まで はア ナログ な手 続 でいろ いろ とや ってき てい ただい てい たと

いうふうに認識をしておりまして、そこに様々な課題があったこと

と思います。デジタル化を推進する上で、現行のアナログな手続が

抱える課題をどう認識しておられるのかお伺いしたいと思います。

○岡田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 アナ ログ な手 続が抱 える 課題の 認識 につ

いてでございますが、子育て支援サービスを利用する際に、利用者

は手続や施設ごとに異なる対応が必要になることもあり、施設の空

き状況の確認や予約等に手間と時間がかかり、利用者の負担につな

がっているところでございます。一方、施設側も電話対応により保

育が中断されたり、紙での事務作業に時間を取られ、その結果、迅

速に新しい施策を検討、実行することが困難になるという課題を認



識しているところでございます。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 アナログな手続は利用者の利便性の問題だけでなく、

現場 で働 く職員 の方 々 の業務 負担 等に も影響 して いると 私も 認識

をしております。そういったことから、本来力を注ぐべきところに

なか なか リソー スが 割 かれて いな いと いうよ うな 現状も ある ので

はないかというふうに推察しますが、この課題解決に向けて、現時

点で想定しておられるシステム導入や運用の工夫について、具体的

にお伺いをしたいと思います。

○岡田議長 堀口ＤＸ推進監。

○堀 口Ｄ Ｘ推進 監 先 ほどの 課題 解決 に向け た現 時点で 想定 して

いるシステム導入と運用の工夫についてお答えいたします。まず想

定しているシステムについてです。本年１月、１００以上の自治体

が手 を挙 げられ た総 務 省の自 治体 フロ ントヤ ード 改革モ デル プロ

ジェクトに全国で７つの団体が採択され、本市は共同ＢＰＯモデル

で採択を受けております。この事業は、令和８年度から子育て分野

に関する約２０種類の通知文書について、保護者がスマートフォン

へのデジタル通知か、郵送のどちらかを選べる仕組みを境港市と共

同で構築、運用するものです。運用の工夫としましては、このシス

テム は様 々な業 務に 活 用でき る汎 用性 の高い 仕組 みと考 えて おり

ますので、まずは本市の他の業務への活用を進めるとともに、他の

自治体にも横展開できるよう、本市の取組やノウハウを広く提供し

てまいりたいと考えております。以上です。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 ありがとうございます。以前、郵便料金が上がった際



だったと思いますけれども、デジタル郵便などの質問をさせていた

だいたことがあると記憶をしております。このたびデジタル通知と

いう形で仕組みを構築していただいているということで、これがデ

ジタル化することによって、子育て世帯等の利便性向上や負担軽減

がど のよ うに図 られ る と見込 んで おら れるの かと いうこ とを お伺

いしておきたいと思います。

○岡田議長 堀口ＤＸ推進監。

○堀 口Ｄ Ｘ推進 監 子 育て世 帯等 の利 便性向 上や 負担軽 減に つい

てでございます。これは子育て世帯に限ったことではありませんが、

デジタル化により、スマートフォンやパソコンから２４時間、非対

面での手続が可能となりますので、時間と場所の制約がなくなるこ

とが利便性の向上につながるものと考えております。また、予防接

種や健診などにおきましても、世帯の条件にマッチした内容をプッ

シュでお知らせすることが可能となりますので、手続や予定管理の

負担が軽減されるものと見込んでおります。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 ２４時間手続できるですとか、通知された内容も、多

分見 返す 際にも 探し や すかっ たり とい うよう なこ ともあ るの かな

というふうに思いますし、あとは、やはり速度ですよね。郵便より

も早 く届 くとい うよ う なこと もあ るか という ふう に理解 をし てお

りますので、そういった点も含めて利便性は格段に上がるものと期

待をしましております。子育て分野からどんどん広げていかれると

いうようなことだと思いますので、今後の展開にも非常に期待がで

きるものであるというふうに思っておりますけれども、もう一方の

業務 のほ うの改 善に も 役立つ ので はな いかと 考え ており ます けれ



ども、この行政側の利点としてはどのようなことを見込んでおられ

るのかお伺いしたいと思います。

○岡田議長 堀口ＤＸ推進監。

○堀口ＤＸ推進監 行政側の利点についてでございます。行政側の

利点としましては、これまで職員が手作業で行っていた定型業務を

データ化することにより、処理の自動化や半自動化が可能となりま

す。その結果、業務の効率化が進み、市民サービスの利便性向上に

もつながるものと考えております。具体的には、これまで多くの時

間をかけておりました紙の申請書のデータの入力、不備内容の電話

の確認、通知文書の封入や発送といったような作業をより効率的に

行うことができます。この結果、ＤＸの目的であります、限られた

職員数でも安定して業務を回すことができるようになり、将来にわ

たっ て質 の高い 持続 可 能な行 政運 営へ とつな げて いける もの と考

えております。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 業務も効率化され、将来にわたって質の高い持続可能

な行政運営につなげていけるということで、このたびは子育ての分

野に焦点を当てての質問ではありましたけれども、行く行くはほか

の分野にも展開されていくというふうに思っておりますので、こち

らについては引き続き期待をしたいと思います。利用者にとっても

行政側にとっても非常にいい仕組みであるということは、これまで

のやり取りで確認をさせていただけたところではありますが、実際

に使 って いただ かな く てはい けな いか なとい うふ うに思 って おり

ます。子育て支援サービスのデジタル環境が整備された際に対象と

なる世帯へ確実に情報を届け、誰一人取り残さずに活用してもらう



ため の広 報の手 法や サ ポート 体制 につ いてお 伺い してお きた いと

思います。

○岡田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 広報 の手 法や サポー ト体 制につ いて でご

ざいますが、広報の手法につきましては、ホームページや市報、Ｓ

ＮＳによる周知に加えまして、利用者の口コミも活用して広げてい

きたいと考えております。また、境港市との共同事業につきまして

は、両市におきましてＳＮＳでお互いに情報発信を行う予定として

おります。サポート体制につきましては、本市で説明動画を作成す

るほか、職員が窓口で対面による案内を行うこととしております。

また、両市共通のサポートデスクを設置いたしまして、利用開始か

ら活用まで継続的に支援していきたいと考えております。

○岡田議長 森田議員。

○森田議員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。最近、秘書広

報課さんもリール投稿も頑張っていただいておりまして、ＳＮＳ伸

ばしておられますので、さっき御答弁にもあった説明動画というこ

とにも触れていただいておりますので、まずはこの利用が想定され

る方 々に しっか りと 情 報を届 けて いた だきま すよ うにお 願い をし

て、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○岡田議長 以上で市政一般に対する質問は終わりました。

～～～～～～～～～～～～～～～

第２ 議案第１７号～議案第５０号

○岡田議長 次に、日程第２、議案第１７号から第５０号までの３

４件を一括して議題といたします。

これより３４件の議案について質疑に入ります。



〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております３４件の議案については、配付し

ております付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託

いたします。

～～～～～～～～～～～～～～～

第３ 請願第１０号・陳情第１０９号

○岡田議長 次に、日程第３、請願第１０号並びに陳情第１０９号、

以上２件を一括して議題といたします。

ただいま議題となっております請願及び陳情については、配付し

ております付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託

いたします。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

お諮りいたします。本日はこれをもって散会し、１２日、１４日、

１５日、１９日から２２日まで及び２４日は休会とし、１３日、１

６日から１８日まで及び２３日は、委員会審査を行い、２５日午前

１０時から会議を開きたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。

本日はこれをもって散会いたします。

午後２時４０分 散会


